
令和４年度補助金等交付一覧  
(胆振総合振興局産業振興部林務課 ) 

補助事業等の名称  補助事業等の概要  補助事業者等の名称  
補助金等の額  

（円）  
摘 要  

北海道合板・製材・集成材

生産性向上・品目転換促進

対策事業  

（高性能林業機械の整備） 

（令和３補正繰越）  

 

地域材の競争力強化に向け、製材

工場へ安定的に供給する間伐材等

の生産性向上等を図るため、高性

能林業機械を整備する事業実施主

体に対し予算の範囲内で補助す

る。  

株式会社浅道造材（苫小牧市）  

 

10,255,000円  

 

令和４年７月２５日交付決定  

 

令和４年８月１０日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 

北海道合板・製材・集成材

生産性向上・品目転換促進

対策事業  

（高性能林業機械の整備） 

（令和３補正繰越）  

 

地域材の競争力強化に向け、製材

工場へ安定的に供給する間伐材等

の生産性向上等を図るため、高性

能林業機械を整備する事業実施主

体に対し予算の範囲内で補助す

る。  

 

鬼頭木材工業株式会社（苫小牧市）  7,945,000円  令和４年７月２５日交付決定  

 

令和４年９月２２日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 

北海道合板・製材・集成材

生産性向上・品目転換促進

対策事業  

（高性能林業機械の整備） 

（令和３補正繰越）  

 

地域材の競争力強化に向け、製材

工場へ安定的に供給する間伐材等

の生産性向上等を図るため、高性

能林業機械を整備する事業実施主

体に対し予算の範囲内で補助す

る。  

有限会社丹羽林業（厚真町）  6,125,000円  

 

令和４年７月２５交付決定  

 

令和４年１０月４日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 

北海道合板・製材・集成材

生産性向上・品目転換促進

対策事業  

（高性能林業機械の整備） 

（令和３補正繰越）  

 

地域材の競争力強化に向け、製材

工場へ安定的に供給する間伐材等

の生産性向上等を図るため、高性

能林業機械を整備する事業実施主

体に対し予算の範囲内で補助す

る。  

 

藤田林業株式会社（むかわ町）  7,210,000円  

 

令和４年７月２５日交付決定  

 

令和４年１０月18日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 

森林整備担い手対策推進

事業（林業労働環境整備事

業）  

 

林業労働力の確保及び森林作業員

の育成に必要な対策を実施し、林

業の振興と森林整備の推進を図る

ため、予算の範囲内で補助する。  

鬼頭木材工業株式会社（苫小牧市） 165,100 令和4年7月13日交付決定  

 

令和4年8月16日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 



森林整備担い手対策推進

事業（林業労働環境整備事

業）  

林業労働力の確保及び森林作業員

の育成に必要な対策を実施し、林

業の振興と森林整備の推進を図る

ため、予算の範囲内で補助する。  

木の種社  代表 中川  貴之（厚真町）  35,850 令和4年7月1５日交付決定  

 

令和4年8月３０日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 

森林整備担い手対策推進

事業（林業労働環境整備事

業）  

林業労働力の確保及び森林作業員

の育成に必要な対策を実施し、林

業の振興と森林整備の推進を図る

ため、予算の範囲内で補助する。  

有限会社  丹羽林業（厚真町）  67,000 令和4年7月1９日交付決定  

 

令和4年8月２４日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 

森林整備担い手対策推進

事業（林業労働環境整備事

業）  

林業労働力の確保及び森林作業員

の育成に必要な対策を実施し、林

業の振興と森林整備の推進を図る

ため、予算の範囲内で補助する。  

株式会社  サカマキ（むかわ町）  45,000 

 

令和4年7月２６日交付決定  

 

令和4年９月1５日額の確定  

 

【令和４年１０月２７日公表】 

 
 

 
注１  課等ごとに公表する場合は、「課等名」欄は適宜削除して使用すること。  
２ 「補助事業の概要」欄は、補助金等の交付の対象とした事業の内容を簡潔かつ具体的に記載すること。  
３ 「補助事業者等の名称」欄は、補助事業者等の名称及び所在する市町村名を記載すること。  
４ 「摘要」欄には、補助金等の交付決定日及びこの様式による補助金等の交付の内容の公表日を記載するほか、公表した内容を修正したときは、その修
正内容(箇所)について記載すること。なお、内容を修正した場合でも、公表期間は当初の公表をした日から１年間とする。  


